
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年第１０回（１０月） 
  

農業委員会総会議事録  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉富町農業委員会  

 

 

 

 

 



 

１．開催日時     令和６年１０月１０日（金） 

開会 ９時５５分 閉会 １０時３８分 

 

２．開催場所     吉富フォーユー会館３ 会議室３ 

 

３．出席委員等 

農業委員の定数     １４名 

   出席委員数       １４名 

   欠席委員数        ０名 

欠員           ０名 

出席委員の氏名   賀部 正直  若山 清敏 

奥田 健一  髙尾 賢二 

山本 学美  太田 実秋 

髙橋 美  井上 幸子 

             菊  啓治  松本 久則 

  横川 信友  堤  久英 

  山本 幸雄  重𠮷 信之 

欠席委員の氏名     ― 

 

農地利用最適化推進委員の定数  ２名  

出席委員数           ２名 

   欠席委員数           ０名 

欠員              ０名 

出席委員の氏名   堤  實   大澤 英史 

   欠席委員の氏名     ― 

 

   オブザーバー    吉富町役場建設課 課長 軍神宏充 

 

４．付議事項 

  議 案 

・議案第２６号  農地転用計画変更申請書について 

・議案第２７号  農地法第３条の規定による許可申請書について 

・議案第２８号  農地法第５条第１項の規定による許可申請書について 

   報告事項 

 ・農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

 ・農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 ・公共工事に関する農地の一時利用届出について 

        

５．農業委員会事務局職員 

事務局長 守口 元子 

事務局職員 藏田 真一 



 

６．会議の概要  

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

賀部会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

職員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

賀部会長 

 

 

髙尾委員 

 

 

建設課 

軍神課長 

委員の皆様、おはようございます。皆様方には何かとお忙し

い中、ご出席いただきましてありがとうございます。１０月１

日付けで人事異動があり、和才副町長に変わり、私、守口が事

務局長となりましたので、よろしくお願いいたします。ただ今

より令和６年第１０回（１０月）総会を開催いたします。なお、

本日は推進委員を含め、１６名での開催となります。また、建

設課の軍神課長が本日の議案第２６号のオブザーバーとして、

議案第２６号の審議に立会することをご了承ください。では、

開会に先立ちまして賀部会長よりご挨拶をお願いいたします。 

 

皆さんおはようございます。それでは、ただ今より令和６年

第１０回（１０月）総会を開催いたします。まず、議事録署名

人の指名をいたします。基本的に、席次順にお願いしておりま

すので本日の、議事録署名人には堤久英委員、山本幸雄委員の

お二人を指名いたします。それでは、議事に入らせていただき

ます。 

議案第２６号の「農地転用計画変更申請書について」を上程

します。今回は１件の申請です。それでは、事務局から説明を

お願いします。 

 

それでは、１ページ目をご覧ください。議案第２６号農地転

用計画変更申請書について農地転用許可のあった農地転用計

画について、別紙のとおり変更申請書が提出されたので、本委

員会の承認を求めます。２ページをご覧ください。申請は１件

提出されており、本案件は既に転用許可が下りた案件の計画変

更に伴う申請となっております。申請地は吉富町大字○○△△

番△地目が田で面積１，１６１㎡、○○△△番△地目が田で面

積４２０㎡、○○△△番△地目が田で面積１，２７５㎡、所有

者は株式会社○○○○さんです。 

（２ページから８ページの内容について説明） 

以上で説明を終わります。 

 

それでは、議案第２６号について、地元委員の髙尾委員から、

申請地の状況など補足説明をします。 

 

 これは、７月にこの場で審議をしていただきましたものの計

画変更です。放流先の水路の先には河川があります。 

 

 建設課から補足させていただきます。今回は振り分ける形で 

１０ｍから２０ｍ程は南側の水路へ、残りは軌道敷の中にある



 

 

 

賀部会長 

 

 

山本幸雄

委員 
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職員 

 

 

 

賀部会長 
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水路へ流すこととなります。 

 

説明並びに報告をいたしましたが、質疑を受けたいと思いま

す。発言のある方は挙手をお願いします。 

 

 放流先としている水路の先に藪になっている田がある。そこ

の部分の水路は今使っていないので、水は流れない。この計画

では、下流の農地に水があふれる。 

 

 転用事業者へ、北側水路の清掃を一度下流まで行うという条

件を付し、許可することとしたいと思います。また、今後の水

路清掃は下流の各農地の耕作者、所有者へお願いしていくこと

としたいと思います。 

 

それでは、議案第２６号については条件を付して承認するこ

ととします。軍神課長はここで退席することとなります。あり

がとうございました。 

議案第２７号の「農地法第３条の規定による許可申請書につ

いて」を上程します。今回は２件の申請です。それでは、事務

局から説明をお願いします。 

 

それでは、９ページをご覧ください。議案第２７号農地法第

３条の規定による許可申請書について、別紙のとおり提出され

たので、本委員会の承認を求めます。売買による農地の所有権

移転を行うための許可申請が２件提出されています１０ペー

ジをご覧ください。まず、申請番号１について説明致します。

対象の農地は大字○○△△番△畑１６３㎡。譲渡人がＹ．Ｎさ

んです。譲受人がＴ．Ｍさんです。 

（１０ページから１４ページの内容について説明） 

次に、申請番号２について説明致します。１０ページにお戻

りください。対象の農地は大字○○△△番△田１，９２２㎡、

大字○○△△番△田１，６４３㎡です。なお、大字○○△△番

△については、３人で共有されており、今回農地法３条により

所有権移転する対象は○○△△番△に対するＯ．Ｓさんの持分

全部の、８分の６となります。譲渡人がＯ．Ｓさんです。譲受

人がＹ．Ｓさんです。 

（２ページ及び１５ページから１９ページの内容について

説明） 

以上で説明を終わります。ご審議の程、よろしくお願いいた

します。 

 



 

賀部会長 

 

 

高尾委員 

 

賀部会長 

 

 

太田委員 

 

賀部会長 

 

 

 

 

賀部会長 

 

 

 

 

事務局 

職員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

賀部会長 
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賀部会長 

 

 

 

それでは、申請番号１について、地元委員の髙尾委員より、

申請地の状況など補足説明がありましたらお願いします。 

 

 問題はないと思われます。 

 

それでは、申請番号２について、地元委員の太田委員より、

申請地の状況など補足説明がありましたらお願いします。 

 

 問題はないと思います。 

 

説明並びに報告がありましたが、質疑を受けたいと思いま

す。発言のある方は挙手をお願いします。 

 

（各委員質疑なし） 

 

それでは、議案第２７号について承認することとします。 

議案第２８号の「農地法第５条第１項の規定による許可申請

書について」を上程します。今回は１件の申請です。それでは、

事務局から説明をお願いします。 

 

それでは、２０ページをご覧ください。議案第２８号農地法

第５条第１項の規定による許可申請書について、別紙のとおり

提出されたので、本委員会の承認を求めます。申請は１件提出

されております。２１ページをご覧ください。申請番号１につ

いて説明致します。対象の農地は吉富町大字○○△△番△田

１，１９１㎡、○○△△番△田８６㎡、○○△△番△田５８８

㎡です。○○△△番△他２筆の所有者はＵ．Ｍさん、耕作者も

Ｕ．Ｍさんです。今回は所有権移転での権利設定で譲受人は株

式会社○○○○さんです。 

（２１ページから２９ページの内容について説明） 

以上で説明を終わります。 

 

それでは、申請番号１について、地元委員の髙橋委員より、

申請地の状況など補足説明がありましたらお願いします。 

 

 よろしくお願いします。 

 

説明並びに報告がありましたが、質疑を受けたいと思いま

す。発言のある方は挙手をお願いします。 

 

（各委員質疑なし） 
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それでは、議案第２８号について承認することとします。 

報告事項となります。「農地法第３条の３第１項の規定によ

る届出について」です。事務局から説明をお願いします。 

 

３１ページをご覧ください。農地法第３条の３第１項の規定

による届出についてです。届出は、１件ありました。○○△△

番△田１６６㎡、○○△△番△田３０７㎡、○○△△番△田３

７３㎡、○○△△番△田４５６㎡、○○△△番△畑６２㎡、平

成３０年１１月１０日に、Ｍ．Ｔさんからの相続により、Ｍ．

Ｔさんが所有権を取得しました。 

 

事務局から報告がありましたが、委員の皆さんから、何か質

問等はございませんか。 

 

（各委員質疑なし） 

 

続きまして、「農地法第１８条第６項の規定による通知につ

いて」です。事務局から説明をお願いします。 

 

３２ページをご覧ください。農地法第１８条第６項の規定に

よる通知について３件届出がありました。１件目は○○△△番

△田９８２㎡、貸し手はＵ．Ｋさん、借り手はＮ．Ｈさんです。

令和３年６年から６年間の契約でした。２件目は○○△△番△

田１，９２２㎡他１筆、貸し手はＯ．Ｓさん、借り手はＹ．Ｓ

さんです。令和２年６月から１０年間の契約でした。３件目は

○○△△番田１，０１６㎡、貸し手はＴ．Ｙさん、借り手はＩ．

Ｆさんです。令和４年１１月から３年間の契約でした。 

 

事務局から報告がありましたが、委員の皆さんから、何か質

問等はございませんか。 

 

（各委員質疑なし） 

 

続きまして、「公共工事に関する農地の一時利用届出につい

て」です。事務局から説明をお願いします。 

 

３３ページをご覧ください。「公共工事に関する農地の一時

利用届出について」です。今回１件の届出がありました。 

（３３ページから３６ページの内容について説明） 

以上で報告を終わります。 



 

 

 

 

 

 

 

賀部会長 

 

 

 

 

賀部会長 

 

 

事務局 

職員 

 

 

 

 

賀部会長 

 

 

 

 

事務局から報告がありましたが、委員の皆さんから、何か質

問等はございませんか。 

 

（各委員質疑なし） 

 

次に「情報交換」となっています。何かご質疑や情報交換を

いただくような案件をお持ちの委員さんがいらっしゃれば、お

願いします。 

 

 

本日の議事はすべて終了しました、次回の委員会の日程です

が、事務局よりお願いします。 

 

年間計画どおり１１月８日（金）１０：００からの開催を提

案します。会場は、フォーユー会館３階会議室３でよろしいで

しょうか。 

 

（各委員異議なし） 

 

それでは、次回は１１月８日（金）１０：００からとします。

これをもちまして、令和６年第１０回（１０月）総会を閉会し

ます。皆さま、お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

１０時３８分 閉会  

 

 


